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松浪地区まちぢから協議会 平成２７年度 第１回 運営委員会 議事要旨（案） 
 

日時：平成２７年５月２０日（水）１１時１５分より１２時３０分まで 
場所：松浪コミュニティセンターホール１・２ 
参加者：浜竹一丁目自治会、浜竹二丁目自治会、浜竹三丁目自治会、浜竹四丁目自治会 

松浪一丁目自治会、松浪二丁目自治会、富士見町自治会、LG富士見町自治会、常盤町自治会緑

が浜自治会、汐見台自治会、出口町自治会、ひばりが丘自治会、美住町自治会 

松浪地区社会福祉協議会、松浪地区民生委員児童委員協議会、松浪地区老人クラブ連合会 

松浪地区地域包括支援センターさざなみ、松浪地区体育振興会、松浪地区スポーツ少年団 

汐見台小学校区青少年育成推進協議会、緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

松浪小学校区青少年育成推進協議会、汐見台小学校 PTA、緑が浜小学校 PGT、松浪小学校 PTA松

浪学区子ども会連合会、食生活改善推進団体、環境指導員 

   （事務局）茅ヶ崎市総務部市民自治推進課益田 

   （下水道河川建設課）高橋主幹、小林副主査、奥野主任 
 

１ 開会（会長） 
 
２ 平成２７年度浜竹雨水幹線整備事業について（茅ヶ崎市下水道部下水道河川建設課） 
 〇下水道河川建設課より、浜竹雨水幹線整備事業について説明を行う。 
 （意見・質問） 

○浜竹雨水幹線の部分で、①と②の間に空間があるが、なぜ空いているのか。 
→今回の歩道整備で舗装の高さが若干変わる。歩道の高さに合わせて車道を整備する関係で、そ

の段差のところをなめらかに繋げる必要があり、その擦り付けの部分当該部分に該当する。よっ

て当該部分については、次区間の工事年度である平成２８年度に実施予定。 
→管は入っている。 

○本線につきましては、あと２年で終了、枝線については松浪コミセンの前の通りで終わりなのか。 
→市道１４５０号線の先に冠水地域があり、冠水対策として整備を行う。理容室ユタカまで整備

することにより、ある程度効果が見えるのではないかと思っており、その後の浸水状況を勘案

しながら考えていきたい。 
○松浪一丁目、松浪二丁目、浜竹二丁目に関しては、枝線はなしということか。 
→市道１４５０号線以外の冠水してしまう箇所にも対応をしていきたいと考えており、特に松浪

小学校、松浪中学校の南側付近であるとか、次の第３次総合計画の中で実施していきたいと考

えている。 
○１４５０号線の冠水対策の要望を出された方には、進捗状況等を伝えるのか。 

→今の段階での状況を伝える。 
○浜竹雨水幹線の部分で、来年の３月までに１２８ｍ、その後１年間で９０ｍ、実現可能な工期な

のか。工期をなるべく遅延しないようにお願いしたい。 
→これまでは単年度で工事をしていく中で年度をまたぐ工事の際に発注期間がロスタイムとなっ
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ていたが、複数年度で年度をまたぐ際にも継続して工事を行うことにより、そうしたロスタイ

ムをなくしていき、平成２７年度を仮に少しショートしてしまっても、平成２８年度も継続し

て工事を行い、全体の１２８ｍ＋９９ｍ＝２２７ｍを平成２９年３月までに終わらる予定であ

る。 
○市道１４５０号線の工事について、平成２７年９月～平成２８年３月の期間は、交通規制等はあ

るのか。 
→当初の工事では、通行量が多いため昼間は工事をせずに夜間の工事を予定していたが、騒音等

の問題があるため昼間の工事に変更することとなった。作業ヤードとしては、消防予定地を使

うが、昼間車両通行止めを行う。車両通行止めもなるべく影響が少なくなるように、工事の方

法としては、全ての区間を一気に掘削してしまうと、長期間、広範囲を通行止めにしなくては

いけないが、徐々に掘削する範囲を広げていくことにより、なるべく影響が出ないようにした

いと考えている。 
 

３ 議事（松浪地区まちぢから協議会の活動について（指定管理業務以外）） 
(１) 防災対策部会部会長の選任について 

○規約第２６条により、部会長、副部会長の任期は２年、再任は妨げない。 
【平成２６年度防災対策部会】 
・部会長；松井委員（２年目）（汐見台自治会会長） 
・副部会長：水島委員（２年目）（美住町自治会会長） 

○規約第２３条により、部会長を下記のとおりとすることで可決。 
【平成２７年度防災対策部会】 
・部会長：有川委員（１年目）（富士見町自治会会長） 
・副部会長：５月２７日（水）開催の防災対策部会で互選で選任予定 

(２) まつなみだより８月１５日号について 
【スケジュール】 
・６月１７日（水）運営委員会 レイアウト案確定 
・７月１５日（水）運営委員会 原稿確定 
・７月１７日（金）校了 
・８月３日（月）納品 
・８月５日（水）発送 
※広報ちがさき８月１５日号は、８月７日（金）もしくは８日（土）着予定 

○まつなみだより５月１５日号において、下記の点に誤りがあったため、８月１５日号で訂正の

情報を掲載することを合意。 
＜第４面「平成２７年度松浪地区まちぢから協議会関係行事予定」＞ 
・誤６月６日（日）１３：３０球技大会 

→正６月６日（土）８：３０球技大会 
・誤１０月１２日（月）松浪地区市民体育祭 松浪中学校 

→正１０月１１日（日）松浪地区市民体育祭 松浪小学校 
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○上記のスケジュールでまつなみだより８月１５日号発行することを合意。 

 
(３) 平成２６年度地域コミュニティ活動団体設置運営費補助金の実績報告書について 
（別紙「報告書（案）」参照） 
○事務局から報告し、了承。 

 
(４) 平成２７年度地域コミュニティ活動団体設置運営費補助金の申請書について 
（別紙「申請書（案）」参照） 
○事務局から報告し、了承。 

 
(５) 市民集会について（別紙「企画書（案）」、「質問募集のチラシ」参照） 

○事務局より、別紙企画書、チラシについて説明。 
○開催の時間は同じか。 

→同じ予定。 
○これまで行っていたよう、一問一答形式の答弁という形ではなく、全体で討議するテーマを一

つ選び意見交換し、その後、個別のテーマとして分科会に分かれじっくり議論しようという趣

旨であると思う。 
○松浪地区のみの試みか。他の地区についても同じような形式で行っているのか。 
→他の地区では行っていない。初めての試み。 

○分科会形式で出された意見を、今後部会の活動に繋げていきたい。 
○分科会形式にした方が、より深い議論と実効性が伴うことができると思う。これまでの行政か

ら決まった回答をするということではなく、現場の実態にそったより具体的な議論ができると

ころが魅力だと思う。 
○行政の出席者はどうなるのか。 

→昨年度は、市長、教育長、副市長、部長、課長が出席した。昨年度も全体会のみではあった

がテーマ別の形式で行い、課長まで出席した。出席者については、今後選ぶテーマにもよる

が、今年も課長まで出席し、必要に応じて担当者も出席することも考えられる。 
→今後、検討を行う。 
→市長、副市長、教育長、部長は、分科会の時は各部屋を見てまわるような形になり、全体を

見れないということもある。 
○市民集会の当日の進め方について、全体会と分科会を行うことを合意。 
→具体的な詳細については、次回運営委員会で検討を行う。 

○チラシについては、下記を修正した上で、自治会回覧で周知することを合意。 
・【空き家・空き地の活用】：フリースペース１階 
→【空き家・空き地の活用】：ホール１ 

・【児童の見守り】：フリースペース２階 
→【空き家・空き地の活用】：ホール２ 
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(６) 高齢者世帯戸別訪問の実施について 

○自治会、民生委員児童委員、茅ヶ崎市市民安全部安全対策課、神奈川県茅ヶ崎警察署生活安全

課が協働で実施。 
○浜竹一丁目自治会、浜竹二丁目自治会の実施結果について報告。 
・４月２３日（木）午後２時より実施 【浜竹一丁目自治会】（１時間程度） 
・４月２７日（月）午後２時より実施 【浜竹二丁目自治会】（１時間程度） 
→茅ヶ崎警察署、安全対策課、民生委員、自治会長で高齢者世帯を訪問し、交通安全対策、振

り込め詐欺対策について、ステッカー、ティッシュ、チラシを用いて啓蒙をした。 
→１時間程度だと、１５～２０世帯程度ではあるが、警察としては波及効果を見込んでおり、

地区全体で継続的に進めていくことが大切。 
○松浪地区の全自治会で行いたい。 
→他の１２自治会についても、市の安全対策課とスケジュール調整した中で、高齢者世帯戸別

訪問の実施を進めていく。 
○７月までに６５歳以上も回るということとは別の話か。 
→高齢者の実態調査とは別の話。 

○当日行くメンバーは誰か。 
→民生委員の方にまずは声をかけていただいて、自治会の役員の方も声をかけてもらい、具体

的な振り込め詐欺等の話は警察が行う。 
 

(７) 福祉分野の取り組みについて 
（別紙「ふれあいネットワーク交流会関係資料」、別紙「地域ケア会議関係資料」参照） 

○ふれあいネットワーク交流会で出された課題等をベースに、松浪地区まちぢから協議会として

の福祉分野の取り組みに活かしていきたいと思っている。具体的な進め方については、次回運

営委員会で検討を行う 
○第１階地域ケア会議のメンバーとしては、地域の方が入り、個人の問題を取り扱い、個人情報

等問題もあり、会議の進め方について、注意して取り組む必要がある。 
○茅ヶ崎市保健福祉部高齢福祉介護課支援給付担当基幹型地域包括支援センター主任ケアマネー

ジャーがメインで担当しており、次回運営委員会で地域ケア会議についての話を聞きたいと思

っている 
 
(８) 松浪地区の年間カレンダーについて（別紙「依頼文（案）」参照） 

○松浪地区まちぢから協議会の事業として行う。 
○松浪地区内のイベントを地域住民に周知することにより、地域活性化を図ることを目的に、イ

ベントへの参加・参画するきっかけづくりを行うために松浪地区のカレンダーを作成。カラー

で各戸配付を考えている。 
→別紙の依頼文を事務局から各委員へ送付。各団体から年間計画等の提出いただき、カレンダ

ーの作成を進める。 
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(９) 松浪地区まちぢから協議会の HP について 
○ホームページを開設済み、今後内容の拡充を検討していきたい。 
○ホームページを見れば、松浪地区まちぢから協議会の活動、地区の団体の活動が分かるという

趣旨で作っている。 
→各団体から情報提供いただき、会議の内容、イベントの内容等をホームページに掲載し、普

段、地域活動に参加できないような人でも、いつどこでも確認できるようになっている。 
 

(10) 松浪朝市について（別紙「許可決定通知書」、「減免決定通知書」参照） 
○松浪朝市が、４月より、マインマートから松浪コミセンへ移動。実施、運営については順調。 
○松浪コミュニティセンターの土地は市のコミュニティセンターの設置目的を持った行政財産で

あり、その目的外の使用に際しては、茅ヶ崎市市有財産規則に基づき、市から使用の許可をも

らう必要がある。そのため、松浪地区まちぢから協議会から茅ヶ崎市に対して、使用の申請を

提出し、許可決定通知書、減免決定通知書が出されている。 
 

(11) その他 
 
３ 市民安全部会からの進捗報告 

○６月１０日（水）午後２時スタート、場所は松浪自治会館で幹事会を開催し、年間計画等につい

て検討予定。茅ヶ崎市市民安全部安全対策課、神奈川県安全防災局安全防災部くらし安全交通課

が出席予定。 
 

４ 防災対策部会からの進捗報告 
○次回、防災対策部会は、５月２７日（水）１８時３０分スタート、場所は松浪コミュニティセン

ター２階会議室１・２に開催。 
 
５ コミュニティカフェ部会からの進捗報告 

○本日の会議のコーヒーもコミュニティカフェ部会でつくったコーヒー。４月度の売上が３０万弱、

年間を通して約５００万の売上を想定している。７月くらいからはランチをスタートしたいと思

っており、売り上げは５００万に近い数字になるのではないかと思っている。 
 

６ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 
○団体登録申込書を配布。委員の所属する団体は、「総会に準ずる集会」、「役員会は月に１回のみ」、

優先予約が可能であるので、団体登録をした上で、優先予約で年間を通して申し込むことが可能。 
 

７ 行政からの依頼事項等について  
 〇 定例・報告事項 
   （１）パブリックコメントについて            （市民自治推進課） 

○地域コミュニティ制度化について、５月２９日まで、パブリックコメントを実施中。 
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→パブリックコメントの結果を踏まえて、条例化を進めていく。 
 

 
○ 新規事業等 
（１）総合計画第３次実施計画策定に係る地区別懇談会の開催について 

（６/１５号広報と同時回覧依頼）               （企画経営課） 
○別紙「地区別懇談会のお知らせ」を自治会回覧で周知。 
○松浪地区は８月２２日（土）１４時スタート、場所は松浪コミュニティセンター。 
○総合計画第３次実施計画には、平成２８年度から平成３０年度までの間に行われる事業の計

画が入る。 
 
（２）災害時要援護者支援制度説明会の開催について（お知らせ） 

                         （障害福祉課・高齢福祉介護課） 
○別紙「茅ヶ崎市災害時要援護者支援制度説明会の開催について」を自治会長に送付。 
○説明会は、６月１４日（日）に実施。場所は茅ヶ崎市役所コミュニティホール。 

 
 
（３）「柳島しおさい広場移管後の運営の基本的な考え方（案）」について（報告） 

（スポーツ健康課） 
○別紙「柳島しおさい広場移管後の運営の基本的な考え方（案）」のとおり。 
○平成２８年４月に、神奈川県から茅ヶ崎市に管理権限を移管。 

 
（４）地域コミュニティについて                （市民自治推進課） 

○別紙「第４回茅ヶ崎市新たな地域コミュニティの取組みに関する制度設計に向けた意見交換

会議会議概要」のとおり。 
→条例策定に向けて、意見交換会議の中で、主に、「公募委員」、「協議会の認定」、「運営費の

補助」、「事業費の補助」について話し合われた。 
 
８ スケジュールについて 

・５月２０日（水）９時３０分～【平成２７年度総会】、【第１回運営委員会】、【自治会長部会】 
ホール１・２ 

・６月１７日（水）９時３０分～【第２回運営委員会】ホール１・２ 
・７月１６日（水）９時３０分～【第３回運営委員会】ホール１・２ 
・８月１３日（水）９時３０分～【第３回運営委員会】ホール１・２ 
・８月２２日（土）１４時～１６時【第３次実施計画説明会】ホール１・２ 
・９月１２日（土）１３時３０分～【市民集会】ホール１・２ 
・９月１７日（水）９時３０分～【第４回運営委員会】ホール１・２ 


